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第８次医療計画の策定について
富山県医療計画
医療法第30条の４の規定に基づき、医療施策の進むべき道筋を明確にする

ことを目的として策定

第８次医療計画計画期間
令和６年度（2024年度）から令和11年度（2029年）までの６か年

ワーキンググループ（WG)等を設置、あるいは、既存の会議を活用・連携しながら、具体的な検討を

行い、医療審議会及び医療対策協議会での協議、医療審議会の諮問・答申を経て、施行

連携
必要に応じてワーキングを開催

「富山県医療計画策定ワーキンググループ設置要領」

・
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災
害
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患
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ー
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グ
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プ

○富山県がん対策推進協議会 ←がん

○富山県循環器病対策推進協議会 ←脳卒中・心血管疾患

○富山県透析患者等発生予防対策推進連絡協議会 ←糖尿病

○富山県周産期保健医療協議会 ←周産期医療

○富山県小児医療等協議会 ←小児医療

○富山県あんしん在宅医療・訪問看護推進会議 ←在宅

○富山県感染症対策連携協議会 ←新興感染症

＜医療計画と整合性の確保を図る必要のある他計画＞
◇富山県高齢者保健福祉支援計画・富山県介護保険事業計画
◇富山県障害福祉計画
◇富山県循環器病対策推進計画
◇富山県感染症予防計画 ほか

地域医療構想調整会議
富山県医療審議会

４圏域医療推進対策協議会
連携
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第７次医療計画の評価について
（糖尿病に関する医療体制）
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第７次医療計画（糖尿病）の数値目標について

指標名及び
指標の説明

策定時
R3中間
見直し

現状 目標値
2023年

達成
状況

出典等

県 国 県 県 国

糖尿病の年齢調整死亡率
男4.6
女2.5
（2015年）

男5.5
女2.5
（2015年）

― ― ―
全国平均以下を
維持しつつ低下

―
厚生労働省「都道府県
別年齢調整死亡率（業
務・加工統計）」

特定健康診査受診率 54.5％
（2014年）

48.6％
（2014年)

61.7％
（2019年）

62.9％
(2021年）

56.2%
(2021年）

70％ 改善
特定健康診査・特定保
健指導に関するデータ

特定保健指導実施率 21.2％
（2014年）

17.8％
（2014年）

29.6％
（2019年）

29.6%
(2021年）

24.7%
(2021年）

45％ 改善
特定健康診査・特定保
健指導に関するデータ

教育入院を行う医療機関
数(人口10万対）

0.6
（2015年）

0.1
（2015年）

- - -
全国平均以上を
維持しつつ増加

―
日本糖尿病協会
（2015年）

新規人工透析導入患者数
（人口10万対）

29.0人
（2015年）

35.7人
（2015年）

32.8人
（2019年）

34.3人
（2021年）

33.7～
33.9人
（2021年）

減少 後退 厚生労働省 ＮＤＢ

【新】I型糖尿病に対す
る専門的治療を行う医療
機関数
（人口10万対）

― ― 2.15機関
（2019年）

2.2機関
(2021年)

1.2機関
(2021年) 現状維持 達成 厚生労働省 ＮＤＢ

【新】糖尿病患者の新規
下肢切断術の件数（人口
10万対）

― ― 7.4件
（2019年）

3.8件
(2021年)

4.7件
(2021年)

減少を目指す 達成 厚生労働省 ＮＤＢ

【各指標の達成状況】
「達成」：目標値達成済み 「改善」：基準値から改善している
「維持・後退」：基準値から変化がないか後退している

【新】指標は中間見直し時（令和３年度）に追加 4



富山県における第８次医療計画
（糖尿病）策定の方向性について
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糖尿病の医療体制における主な課題と施策の概要

現状 糖尿病の年齢調整死亡率（H27）

富山県 国

男性 男4.6 男5.5

女性 女2.5 女2.5

糖尿病性腎症による新規人工透析患者数（R3)

富山県 国

実数 141人 15,271人

人口10万対 14.0 12.4

糖尿病患者の新規下肢切断術の件数
（人口10万対）

R3
富山県 国

3.8件 4.7件

項目 主な課題 主な対応

予
防

〇糖尿病予防のための望ましい生活
習慣に関する普及啓発
〇糖尿病予備群が糖尿病に移行しな
いよう、健康診断、保健指導の強化

〇医師会や富山県糖尿病対策推進会議等と協力し、県民に対して糖尿病に関する普及啓発
〇市町村や医療保険者等と連携し、糖尿病に関わらないための生活習慣づくりに関する保健指導、健康
教育の推進
〇保健指導の質の向上を目的とした研修会や事例検討会の開催

治
療
・

重
症
化
予
防

（
初
期
・
安
定

期
）

〇合併症予防のため、継続的な受診
の重要性に関する普及啓発が必要

〇県民に対して重症化予防の必要性に関する普及啓発
〇糖尿病の初期治療における専門医等の介入による良好な血糖コントロールの維持の推進
〇糖尿病発症初期から、定期的な慢性合併症の検査や眼科受診、歯科受診の実施の推進
〇「富山県糖尿病性腎症重症化プログラム」の推進と、未治療者や治療中断者への受診勧奨や保健指導
の実施

治
療
・
重

症
化
予
防

（
専
門
治
療
）

〇かかりつけ医と専門医が連携した
重症化させない治療体制づくり
〇働く世代の糖尿病患者への対策

〇１型糖尿病や妊娠糖尿病・糖尿病合併症妊娠に対する専門的治療の実施を推進
〇働く世代への患者が受診の継続や保健指導を受けやすい体制の整備について検討するとともに地域・
職域連携の推進
〇医療従事者等糖尿病に関わる者の資質向上

合
併
症
の
治
療
・

重
症
化
予
防

○急性合併症や慢性合併症の専門的
治療の推進が必要
○慢性合併症の発症予防・重症化予
防のための検査・指導の推進が必要

○糖尿病教育入院等の集中的な治療及び糖尿病昏睡など急性合併症治療を実施する医療機関の充実を推
進
○糖尿病性腎症や糖尿病網膜症など、合併症の専門治療を行う医療体制について、さらなる充実を図る
○患者や一般県民に対して、糖尿病性腎症や糖尿病網膜症など、合併症に対する予防や受診についての
普及啓発を実施

連
携

〇治療中の患者の重症化を予防する
ため、すべての医療機関でかかりつ
け医、専門医、保健担当者等が連携
の強化

〇コメディカルによる保健指導を強化するとともに、かかりつけ医、専門医、保健担当者等の連携の強
化
〇「糖尿病重症化予防マニュアル」等を活用し、かかりつけ医と糖尿病専門医、腎臓専門医、眼科医、
歯科医等との連携の強化と継続的・持続的な医療提供体制の整備
〇市町村において高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に実施することで重症化予防を推進
〇治療と仕事の両立支援
〇富山県透析患者等発生予防推進事業連絡協議会における課題や対策、連携方策への協議や郡市医師会
等と市町村の連携による重症化予防の取組みの円滑な実施への支援


